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☆非専用品型間接侵害（特許法101条２号・５号）
の主観的要件 ………………………………… ⑴

１　特許法101条１号・２号・４号・５号
　特許法101条は、次のとおりである。

（侵害とみなす行為）
第101条　次に掲げる行為は、当該特許権又は
専用実施権を侵害するものとみなす。
１　特許が物の発明についてされている場合に

おいて、業として、その物の生産にのみ用い

る物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等
の申出をする行為

２　特許が物の発明についてされている場合に
おいて、その物の生産に用いる物（日本国内
において広く一般に流通しているものを除
く。）であってその発明による課題の解決に不
可欠なものにつき、その発明が特許発明であ
ること及びその物がその発明の実施に用いら

非専用品型間接侵害（特許法101条２号・非専用品型間接侵害（特許法101条２号・
５号）の主観的要件５号）の主観的要件

ユアサハラ法律特許事務所

弁護士 深井　俊至

所長・弁理士　山  川　茂  樹
〒100-6104  東京都千代田区永田町２丁目 11 番１号  山王パークタワー４階

TEL：（03）3580-0961（代表）　　FAX：（03）3581-5754
E-mail ： yamakawaipo@yamakawa-ipo.jp　　URL ： http://yamakawa-ipo.jp/


